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世自谷区自j吉信連合会� 1卸中
世田谷区高忠信振興組合連合会 御中� 

道路整備部道露管理課

謀長小山英稜

不法占居対策用啓発チラシの配事につい� 

E頃より、世田谷区の違反広告及び公道の不法出舟取締りに、ご理解、ご協力

いただき誠立ありがとうございますの

では、地域の美しい景観と安全なまちづくりを推進し り、皆様のご

協力もあって、公道上の違反広告物の掲出は減少額向にあります。

しかし、いまだ商品や者板{電飾看板含む〉、のぼり旗などを道路上に豊くない、

歩行者等の通行を妨げている庖舗もあり、高齢者や乳劫児の どから

心して歩くことができないJなどの苦情が当課に寄せられておちます。

今後、パト口…んなどの繋に、高品を道路上に置くなど不法占用をしている庖

舗に対しては、� 31J紙の不法占用対策罵啓発チラシを配付しながら詑意を行い、

商品や著板、のぼり旗などを適正な場所に掲出していただき、歩行者が安全に通

持できるよう してまいります。

つ しては、引� j吉舗外に者援や商品を置くことのないよう、法令

していただけますようお願いいたし

なお、不明な点等がございましたら、担当までお気軽に問い合わせ願います。

問い合わせ先

道路整揺部道路管理課道路監額制

沼谷区世田谷4 21-27 

15432-2588 FAX5432-3024 
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